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表記を省略して表示しています。
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発行　安中市役所

編集　企画経営部情報戦略課
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市役所ホームページ
 https://www.city.annaka.lg.jp

４月１５日号から、多くの人に読みやすいよう工夫された書体「ユニバーサルデザイン（ＵＤ )フォント」を使用しています。

　本＝本庁舎 松＝松井田庁舎 谷＝谷津庁舎 ク＝碓氷川クリーンセンター ス＝スポーツセンター

本

 『性別にとらわれない　よりよいまちの第一歩』
（第 2回安中市男女共同参画標語コンクール優秀作品）

災害時に市が発令する避難情報が変わりました
　
【警戒レベル４】避難指示で「必ず避難」。避難勧告は廃止となりました。

※１　市が災害の状況を確実に把握することはできないなどの理由から、警戒レベル 5「緊急安全確保」　

　　　は必ず発令される情報ではありません

※２　警戒レベル 4「避難指示」は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されます

※３　警戒レベル 3「高齢者等避難」は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、

　　　避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです

【問合せ】   危機管理課危機管理係（☎内線１１３５）

　避難情報の詳細は、

市のホームページで

ご確認ください。

　また、6 月中に配布される

「安中市災害対応ガイドブッ

ク」を参考に避難の方法や避

難先の確認など、避難行動に

ついてご検討ください。

 

警戒 

レベル 
新たな避難情報等と【とるべき行動】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの 

避難情報 

５ 

災害発生または切迫 

緊急安全確保※１ 

【命の危険 直ちに安全確保】 

災害発生情報 

（災害の発生を確認し

た時に発令） 

～～～～～～警戒レベル４までに必ず避難！～～～～～～  

４ 

 
 
 
 
 

災害のおそれ高い 

避難指示※２ 

【危険な場所から全員避難】 

・避難指示（緊急） 

・避難勧告 

３ 

 

災害のおそれあり 

高齢者等避難※３ 

【危険な場所から高齢者等は避難】

避難準備・ 

高齢者等避難開始 

２ 

 大雨・洪水注意報 

（気象庁が発表） 

 

【自らの避難行動を確認】 
 

１ 

 早期注意情報 

（気象庁が発表） 

 

【災害への心構えを高める】 
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                令和３年６月１５日号 　本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター

今月の納税と保険料市民課休日窓口
【日　時】　 ７月４日 ・ １８日 （日）　( 第１ ・ ３日曜日）

　　　　　      午前８時３０分～正午

【場　所】 　　  市民課

【業務内容】 〇住民票の写しの発行

　　　　　　 　 〇戸籍謄本・抄本の発行

　　　　　      〇印鑑証明書の発行

　　　　　      〇その他市民課取り扱いの各種証明書の発行

  ※毎週水曜日は、午後７時まで窓口延長しています

☆市県民税（普通徴収） … １期

☆国民年金保険料 … 令和３年５月分

○６月３０日（水）までに納めてください

本

創業者融資利子補給金および創業奨励金について

　市では、新規創業者を支援するため、市内で新たに創業をする人、創業後１年未満の人が、創業関連

の融資を受けた際に、支払った利子の補給と創業奨励金の交付を行っています。

【対象融資】創業に関するもの

①群馬県または政府系金融機関が実施する創業関連融資

②民間金融機関が実施する創業関連融資

【対象者】

①対象融資の実施時において新たに創業する者、または創業後１年未満の者

②市内に本店、主たる事務所を設置する法人、または市内に住所を有し、主たる事務所を設置する個人（市

　内で継続して事業を営むことが確実である者）

③法令に基づく許認可、届出などを行っていること

④市税の滞納がないこと

⑤安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと

※金融業、保険業、風俗業、その他公序良俗に反するなど、補助事業の趣旨に沿わないものは対象外

【補助額など】

①利子補給金の額および交付対象期間

　対象融資に係る支払利子額とし、１補助対象者につき２年間で上限１５万円

②創業奨励金の額および交付対象期間

　信用保証協会等に支払う信用保証料に相当する額とし、１補助対象者につき２年間で上限１０万円　

※信用保証料が免除されている融資は、奨励金の対象外

【申請手続】対象融資を受けた日から２か月以内に認定申請を行い、その後、補助金の交付申請をして

ください。

【問合せ】　　観光経済課商工労働係　（☎内線２６２７）松

『ままだけのしごとじゃないよ　ぱぱもいっしょにやるんだよ』
（第 2回安中市男女共同参画標語コンクール優秀作品）

自死遺族相談のご案内

　ご家族などの大切な人を自死で亡くしたとき、遺された人が大きなショックを受け、悲しみ、不安、

怒りなどのさまざまな感情を抱くのは自然なことです。しかし、その気持ちを周囲に話すことは難しく、

複雑な気持ちをひとりで抱える人も多いと言われています。

　群馬県こころの健康センターでは、ご遺族などが安心して思いを語れる自死遺族相談を開催していま

す。精神科医師・保健師が話を聞き、秘密は堅く守られます。

【対象者】ご家族などを自死で亡くされた人（家族、婚約者、親しい友人など）

【日時】原則毎月第１木曜日 午後１時３０分から（予約制）

　　　※事前に群馬県こころの健康センターに電話でお申込みください
【場所】群馬県こころの健康センター　（前橋市野中町 368）

【申込み】群馬県こころの健康センター（☎０２７‐２６３‐１１５６）
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４月の行政相談
日　　　時 場　　所

  １日（木） 午前９時～ 11 時 30 分      第２相談室     

  ５日（月） 午後 1 時 30 分 ～ ４時      第５会議室   

 １５日（木） 午前９時～ 11 時 30 分      第２相談室

　

　　　　 ７月の無料法律相談   
日　　　時 場　　所

２日（金）  午後１時～４時 　本  第１相談室

１６日（金） 午後１時～４時   本  第２相談室

７月の行政相談

【予約・問合せ】    　市民課市民相談室（☎内線１２０７）本

本

松

本

　おしらせ版あんなか　Ｎｏ．２８８　　　　　　　　　　　　　　〔安中市役所　☎０２７‐３８２‐１１１１〕

本

本

※予約の必要はありません。直接会場へお越しくだ

さい。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク

の着用と手指消毒にご協力をお願いします。

※要予約（予約状況によっては翌月以降になること

があります）

※相談回数は、相談者 1人につき、当該年度２回まで

（同じ相談内容についての複数回の利用はできません）

狂犬病予防注射は年１回必ず受けましょう

　成年後見制度専門職相談を始めます

　市では、成年後見制度の相談支援や制度利用の支援などを通じて住み慣れた地域で安心して暮らせるよ

う７月２日（金）から毎月第１金曜日に専門職相談を始めます。

　権利擁護センターは、委託により安中市社会福祉協議会が運営しています。お気軽にご相談ください。　

【相談内容】

〇成年後見制度とはどんな制度か

〇認知症や障害などにより財産管理をどうしたらよいかわからない

〇日常の金銭管理が心配

〇子どもの将来が不安　など

【相談方法】来所・オンライン相談

【利用料】無料

【日時】毎月第１金曜日 午後１時３０分～３時３０分

　　　（祝日などで実施日を変更する場合があります）

【場所】安中市地域福祉支援センター（安中市安中３－１９－２７）

【注意事項】

〇相談時間は、おおむね１時間です。

〇相談はすべて予約制（先着順）です。

〇相談前に相談内容の聞き取りをします。

【問合せ】安中市権利擁護センター

　　　　(安中市社会福祉協議会内 ☎０２７‐３８２‐８３９７）

マイナポイントの予約・申込みの手続支援ブースを設置します

　国ではキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、使用した金額の２５％、

最大５，０００円分のマイナポイントが付与される「マイナポイント事業」を行っています。

　マイナポイントの取得には「マイナポイントの予約・申込」が必要になります。マイナポイントの予約・

申込のためにはマイナンバーカードを読み取る機器（パソコンやスマートフォンなど）が必要になります

が、機器を所有していない人でも手続きができるように手続支援専用のブースを設置します。

　予約・申込方法がわからない人、パソコンやスマートフォンをお持ちでない人はぜひご利用ください。

【対象者】令和３年４月末までにマイナンバーカードの交付申請を行った人

【日時】６月２１日（月）～２５日（金）　午前９時～午後４時３０分

【設置場所】　　市民ロビー（市民課前）

【必要なもの】〇マイナンバーカード　〇マイナンバーカード受け取り時に設定した４桁の暗証番号

〇登録したいキャッシュレス決済サービスの「決済サービス ID」・「セキュリティコード」

【その他】電子証明書の更新日の当日（電子証明書の更新完了後の２４時間）はマイナポイントの予約・

申込みができないため、電子証明書の更新を行う人は更新前にマイナポイントの手続を行ってください。

【問合せ】　　情報戦略課情報政策係（☎内線１０２６）

 成年後見制度とは 

　認知症、知的障害、精神

障害、発達障害などによっ

て物事を判断する能力が十

分でない人について、その

権利を守る援助者を選ぶこ

とで、ご本人を法律的に支

援する仕組みです。

安中市マスコット

キャラクター

こうめちゃん
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                令和３年６月１５日号 　本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター

本

松

松

松

除草剤や害虫駆除剤などを適正に管理・使用しましょう

道
路
の
『
コ
サ
切
り
』
の
お
願
い

　　

道
路
に
枝
や
雑
草
が
張
り
出
し
て
、
通
行

の
支
障
に
な
っ
て
い
る
場
所
が
多
数
見
受
け

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
が
原
因
で
、
車
や
歩
行

者
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
樹
木
や
雑
草

が
生
え
て
い
る
土
地
の
所
有
者
が
責
任
を
問

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
定

期
的
な
『
コ
サ
切
り
』
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

特
に
、
児
童
生
徒
が
通
る
通
学
路
の
安
全

確
保
、
ま
た
、
大
雨
や
強
風
の
前
後
の
倒
木

に
も
注
意
し
て
良
好
な
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
『
コ
サ
』
と
は
、
樹
木
の
枝
や
雑
草
が
畑

を
日
陰
に
し
た
り
、
道
路
に
張
り
出
し
て
通

行
に
支
障
が
出
た
り
す
る
こ
と

【
問
合
せ
】

　

 

土
木
課
庶
務
係
（
☎
内
線
１
２
０
３
）　
　
　

 　

土
木
課
工
務
２
係
（
☎
内
線
２
１
４
２
）

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
調
査

（
６
・
１
調
査
）
の
中
止
に
つ
い
て

　

例
年
６
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
実
施
し

て
い
る
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
調
査
（
６
・

１
調
査
）
に
つ
い
て
、
今
年
度
も
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
ご
理
解
を
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】　
　

高
齢
者
支
援
課
長
寿
支
援
係

（
☎
内
線
１
１
８
１
）・　

 

住
民
福
祉
課
健

康
介
護
係
（
☎
内
線
２
１
５
１
）　

共
同
募
金
の
配
分
申
請
の

　
　
　

  

受
付
に
つ
い
て

　　

「
共
同
募
金
の
配
分
」
を
希
望
す
る
法
人

や
団
体
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
配
分
対
象
事
業
】
令
和
４
年
度
に
実
施
す

る
、
市
内
に
お
け
る
福
祉
活
動
を
目
的
と
し

た
次
の
事
業
が
対
象
で
す
。

①
施
設
・
設
備
・
備
品
整
備
配
分
（
福
祉
施

設
増
改
築
、
改
修
・
修
繕
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
の
た
め
に
直
接
必
要
な
物
品
な
ど
）

②
事
業
経
費
配
分
（
福
祉
団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
が
実
施
す
る
啓

発
・
研
修
、
福
祉
相
談
な
ど
）

③
運
営
費
配
分
（
福
祉
活
動
を
目
的
と
し
て

設
立
さ
れ
た
、
法
人
格
の
な
い
団
体
の
活
動

経
費
）

※
介
護
保
険
事
業
は
原
則
対
象
外
で
す

※
法
人
格
の
あ
る
団
体
（
社
会
福
祉
法
人
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
）
が
申
請
で
き
る
の
は
、

①
②
で
す

※
同
一
法
人
・
団
体
が
、
複
数
の
申
請
書
を

提
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

【
配
分
率
】総
事
業
費
の
75
％
以
内
（
①
の
み
）

【
配
分
額
の
限
度
額
】
上
限
は
①
75
万
円
②

30
万
円
で
、
上
限
額
の
範
囲
内
で
申
請
で
き

ま
す
。
③
は
１
団
体
10
万
円
ま
で
で
す
。

※
広
域
的
な
活
動
へ
の
配
分
は
群
馬
県
共
同

募
金
会
で
受
け
付
け
ま
す
。
受
付
期
間
な
ど

の
詳
細
は
、
群
馬
県
共
同
募
金
会
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
（
群
馬
県
共
同
募
金
会

☎
０
２
７
‐
２
５
５
‐
６
５
９
６
）

【
申
請
方
法
】
所
定
の
申
請
書
を
提
出

※
添
付
書
類
…
見
積
書
、
定
款
、
予
算
書
、

決
算
書
な
ど

【
申
請
期
間
】

①
施
設
・
設
備
・
備
品
整
備
配
分

６
月
15
日
（
火
）
～
７
月
15
日
（
木
）

②
事
業
経
費
配
分

６
月
15
日
（
火
）
～
７
月
15
日
（
木
）

③
運
営
費
配
分　

６
月
15
日
（
月
）
～
７
月
30
日
（
金
）

※
郵
送
に
よ
る
提
出
は
不
可
、
直
接
左
記
に

書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

【
申
請
書
配
布
・
受
付
・
問
合
せ
】

安
中
市
社
会
福
祉
協
議
会

安
中
本
所
（
☎
０
２
７
‐
３
８
２
‐
８
３
９
７
）

松
井
田
支
所
（
☎
０
２
７
‐
３
９
３
‐
３
９
４
８
）

　

群
馬
県
介
護
支
援
専
門
員

（
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）実
務

研
修
受
講
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

【
試
験
日
】10
月
10
日（
日
）

【
試
験
会
場
】県
内
の
複
数
の
大
学
な
ど

【
受
験
資
格
】保
健
・
医
療
・
福
祉
分
野
で
５
年

以
上
か
つ
、
９
０
０
日
以
上
の
実
務
経
験
の

あ
る
人

【
申
込
期
限
】６
月
30
日（
水
）

【
申
込
方
法
】試
験
案
内
に
付
属
の
受
験
申
込

書
に
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い（
簡
易
書

留
に
よ
る
郵
送
の
み
）。

【
試
験
案
内
の
配
布
場
所
】

○
県
内
各
市
町
村
役
場

※
本
市
で
は　

 

高
齢
者
支
援
課
介
護
保

険
係　

  

住
民
福
祉
課
健
康
介
護
係

○
県
庁（
介
護
高
齢
課
、県
民
セ
ン
タ
ー
）

○
県
内
の
各
保
健
福
祉
事
務
所

○
群
馬
県
社
会
福
祉
協
議
会
（
福
祉
人
材
課

県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
６
階
）

【
問
合
せ
】
群
馬
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人

材
課（
☎
０
２
７
‐
２
８
０
‐
４
１
０
７
）

本

本
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群
馬
県
狩
猟
免
許
試
験
・
講
習
会

　

　
県
狩
猟
免
許
（
わ
な
猟
）
の
試
験
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
今
年
度
も
市
内
で
行
わ
れ
ま
す
の

で
、
ア
ラ
イ
グ
マ
や
ハ
ク
ビ
シ
ン
な
ど
の
有

害
鳥
獣
に
よ
る
被
害
で
お
困
り
の
人
は
ぜ
ひ

ご
検
討
く
だ
さ
い
。
網
猟
お
よ
び
わ
な
猟
免

許
は
、
18
歳
か
ら
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
18
歳
・
19
歳
の
人
は
、
わ
な
猟
免
許
の
受

験
手
数
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
在
住
者
の
わ
な
免
許
の
取
得

に
つ
い
て
は
、
受
験
に
か
か
わ
る
費
用
の
受

験
補
助
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
あ
わ
せ
て
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

　

今
年
度
か
ら
申
込
方
法
が
変
更
に
な
り
ま

し
た
。
詳
し
く
は
、
西
部
環
境
森
林
事
務
所
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
狩
猟
免
許
の
申
請
に
は
、
事
前
の
仮
申
込

が
必
要
で
す

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
試
験
が
中
止
ま
た
は
延
期
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す　

 
 

【
試
験
日
程
】 

 
 

 

〇
11
月
25
日
（
木
）

　

会
場
：

　

仮
申
込
：
10
月
18
日
（
月
）
～
25
日
（
月
） 

〇
令
和
４
年
２
月
10
日
（
木
）

　

会
場
：
農
林
大
学
校
研
修
館

　

仮
申
込
：
令
和
４
年
１
月
７
日
（
金
）　

　

～
14
日
（
金
） 

※
午
前
９
時
か
ら
受
験
者
を
対
象
と
し
た
講

習
会
を
開
催
し
ま
す

※
当
日
は
、
受
験
票
・
筆
記
用
具
・
昼
食
を

ご
用
意
く
だ
さ
い

※
そ
の
他
の
狩
猟
免
許
試
験
の
日
程
に
つ
い

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

【
受
験
費
用
】
５
，
２
０
０
円

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

〇
試
験
日
程
お
よ
び
申
込
み
に
つ
い
て

　

西
部
環
境
森
林
事
務
所

　

（
☎
０
２
７
‐
３
２
３
‐
４
０
２
１
）

〇
受
験
補
助
制
度
申
請
書
に
つ
い
て

　
　

 

農
林
課
鳥
獣
対
策
係

　

（
☎
内
線
２
６
１
８
）

松

松

松

農薬を散布せざるを得ない場合は、農薬の飛散防止に努めるなど周辺環境に十分配慮しましょう

事
業
者
緊
急
サ
ポ
ー
ト
給
付
金
の

申
請
期
限
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
再
拡
大
の
影
響
を
受
け
、
事
業
収
入
が
減

少
し
た
事
業
者
に
対
し
、
事
業
者
緊
急
サ

ポ
ー
ト
給
付
金
の
交
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。　

　

こ
の
給
付
金
の
申
請
期
限
は
、
６
月
30
日

（
水
）
ま
で
で
す
。

【
対
象
者
】
市
内
に
本
社
も
し
く
は
本
店
、

 

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

労
働
保
険
の
年
度
更
新
に
つ
い
て

　

令
和
３
年
度
の
労
働
保
険
（
労
災
保
険
お

よ
び
雇
用
保
険
）
の
年
度
更
新
（
令
和
２
年

度
確
定
保
険
料
、
令
和
３
年
度
概
算
保
険
料

お
よ
び
一
般
拠
出
金
の
申
告
・
納
付
）
手
続

は
、
７
月
12
日
（
月
）
ま
で
に
お
願
い
し
ま

す
。
申
告
・
納
付
手
続
は
群
馬
労
働
局
、
ま

た
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
、
金
融
機

関
で
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
年
度
更
新
期
間
内
に
申
告
・
納
付

の
手
続
が
困
難
な
場
合
に
は
、
年
度
更
新

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
８
０
０
‐
５
５
５

‐
６
７
８
０
・
通
話
料
無
料
・
開
設
期
間
：

７
月
16
日
（
金
）
ま
で
）
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
働

保
険
徴
収
課
業
務
係
（
☎
０
３-

５
２
５
３

-

１
１
１
１ 

内
線
５
１
６
２
）

　

労
働
保
険
の

 

電
子
申
請
促
進
に
つ
い
て

　　

労
働
保
険
の
手
続
は
「
電
子
申
請
」
を
ぜ

ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か

ら
24
時
間
い
つ
で
も
申
請
や
届
出
が
可
能
で

す
。

〇
労
働
保
険
の
電
子
申
請
は

「
ｅ-

Ｇ
ｏ
ｖ
」
か
ら
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。   

〇
労
働
保
険
関
係
手
続（
一
部
手
続
を
除
く
）

は
、
Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
を
利
用
し
て
手
続
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

〇
労
働
保
険
料
の
納
付
は
、
金
融
機
関
の
窓

口
に
行
か
な
く
て
も
口
座
振
替
や
電
子
納
付

が
可
能
で
す
。

【
問
合
せ
】
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
働

保
険
徴
収
課
企
画
係
（
☎
０
３
‐
５
２
５
３

‐
１
１
１
１ 

内
線
５
１
６
０
）

主
た
る
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者
（
中
堅
企

業
、
中
小
企
業
者
、
そ
の
他
の
法
人
な
ど
、

個
人
事
業
者
）、
ま
た
は
市
民
の
う
ち
市
外

で
企
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
個
人
事
業
者

で
、
令
和
３
年
１
月
、
２
月
、
３
月
の
う
ち
、

任
意
の
１
か
月
の
事
業
収
入
が
、
前
年
（
令

和
２
年
）
ま
た
は
前
々
年(

平
成
31
年)

の

同
月
と
比
較
し
、
50
％
以
上
減
少
し
た
月
が

あ
る
事
業
者

※
そ
の
他
、
詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
給
付
額
】

法
人
事
業
者
：
１
事
業
者
あ
た
り
10
万
円

個
人
事
業
者
：
１
事
業
者
あ
た
り
５
万
円

【
問
合
せ
】　
　

観
光
経
済
課
商
工
労
働
係

（
☎
内
線
２
６
２
１
・
２
６
２
７
）
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ス
ズ
メ
バ
チ
営
巣
の

　
　
　

駆
除
を
補
助
し
ま
す

　　

安
中
市
環
境
保
健
自
治
団
体
連
合
会
で

は
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
営
巣
の
駆
除
に
、
予
算

の
範
囲
内
（
３
０
０
件
分
）
で
一
部
補
助
す

る
こ
と
に
よ
り
、
委
託
業
者
に
て
巣
１
個
に

つ
き
自
己
負
担
金
５
，
０
０
０
円
で
駆
除
し

ま
す
。

　

た
だ
し
、
営
巣
の
場
所
な
ど
に
よ
り
別
途

料
金
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ス
ズ
メ
バ
チ
以
外
の
蜂
に
つ
い
て

は
、
す
べ
て
自
己
負
担
で
の
駆
除
と
な
り
ま

す
。

　

ご
利
用
の
際
は
、
駆
除
前
に
問
合
せ
先
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】
市
内
に
で
き
た
ス
ズ
メ
バ
チ
の
営

巣
で
、
居
住
す
る
専
用
住
宅
・
併
用
住
宅
お

よ
び
そ
の
敷
地
内

【
対
象
外
】

①
事
業
用
に
使
用
さ
れ
て
い
る
建
物
お
よ
び

そ
の
敷
地
内
（
店
舗
や
工
場
、
貸
家
・
ア
パ

ー
ト
な
ど
）

②
農
地
・
山
林
な
ど

③
天
井
裏
や
床
下
な
ど
で
、
駆
除
作
業
が
困

難
な
場
合
。
構
造
物
を
壊
さ
な
け
れ
ば
駆
除

で
き
な
い
場
合
（
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
）

④
委
託
業
者
が
所
持
す
る
用
具
で
駆
除
で
き

な
い
場
合

⑤
ス
ズ
メ
バ
チ
以
外
の
蜂
の
巣
駆
除

⑥
委
託
業
者
で
な
い
業
者
に
依
頼
し
駆
除
し

た
場
合

【
そ
の
他
】

①
営
巣
場
所
が
わ
か
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

蜂
が
飛
ん
で
い
る
だ
け
で
は
対
応
で
き
ま
せ

ん
。

②
営
巣
の
蜂
の
種
類
の
調
査
に
伺
う
こ
と
は

可
能
で
す
（
調
査
の
み
の
場
合
に
は
個
人
負

担
金
は
発
生
し
ま
せ
ん
）。

③
通
学
路
・
空
き
家
・
空
き
地
な
ど
で
危

険
な
場
合
に
、
区
・
自
治
会
な
ど
で
５
，

０
０
０
円
を
負
担
で
き
る
時
は
駆
除
で
き
ま

す
（
案
内
者
が
必
要
で
す
。
空
き
家
・
空
き

地
は
所
有
者
の
立
ち
入
り
許
可
も
必
要
で

す
）。

④
あ
く
ま
で
も
営
巣
の
駆
除
で
あ
り
、
ス
ズ

メ
バ
チ
を
一
網
打
尽
に
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
再
び
巣
が
で
き
た
場
合
は
、
改
め

て
営
巣
１
個
の
駆
除
に
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】　
　

環
境
政
策
課
環
境
推
進
係

（
☎
内
線
１
８
８
２
・
１
８
８
３
）　
　

総
務

管
理
課
管
理
係
（
☎
内
線
２
１
１
４
）

ク

松

松

本

生ごみの 70 ～ 80％は水分です。捨てる前にひとしぼりしましょう。約 10％減量できます

「
未
就
労
の
若
者
の
就
職
を　
　
　
　

考
え
る
保
護
者
セ
ミ
ナ
ー
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
市
で
は
、
就
職
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
未

就
労
の
若
者
の
保
護
者
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー

を
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】
７
月
６
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

【
会
場
】　
　

２
０
２
会
議
室

【
対
象
】
「
未
就
労
」
の
若
者
の
保
護
者

　「
親
と
子
の
木
工
広
場
」
は

　
　
　
　

中
止
に
な
り
ま
し
た

　　

毎
年
８
月
第
１
日
曜
日
に
実
施
し
て
い
る

「
親
と
子
の
木
工
広
場
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
安
中

会
場
（
中
央
体
育
館
）・
松
井
田
会
場
（
松

井
田
体
育
館
）
と
も
中
止
に
な
り
ま
し
た
。

【
問
合
せ
】　
　

生
涯
学
習
課
社
会
教
育
係

（
☎
内
線
２
２
４
３
）

※
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
の
間
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

太
陽
光
パ
ネ
ル
・
蓄
電
池
の

共
同
購
入
事
業
に
つ
い
て

　

県
は
、「
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
ゼ
ロ
」
、

「
災
害
時
の
停
電
ゼ
ロ
」
な
ど
を
実
現
す
る

た
め
、
全
国
に
先
駆
け
て
、
２
０
５
０
年
に

向
け
た
「
ぐ
ん
ま
５
つ
の
ゼ
ロ
宣
言
」
を
行

い
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
拡
大
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
、

県
民
の
皆
さ
ん
に
住
宅
用
太
陽
光
発
電
設

備
、
蓄
電
池
な
ど
を
安
価
に
導
入
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、
共
同
購
入
事
業
を
実
施
し
ま

す
。

　

太
陽
光
パ
ネ
ル
は
日
々
の
生
活
に
使
う
電

気
を
自
宅
の
屋
根
で
発
電
で
き
、
蓄
電
池
は

発
電
し
た
電
気
を
夜
間
も
有
効
に
活
用
し
災

害
時
に
も
役
立
ち
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
ご

検
討
く
だ
さ
い
。

【
参
加
登
録
受
付
期
間
】

８
月
31
日
（
火
）
ま
で

※
参
加
登
録
・
詳
し
い
情
報
は
、
専
用
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト 

「
群
馬
み
ん
な
の

お
う
ち
に
太
陽
光
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】

群
馬
み
ん
な
の
お
う
ち
に
太
陽
光
事
務
局

（
☎
０
１
２
０
‐
６
９
８
‐
３
０
０
・
平
日

午
前
10
時
～
午
後
６
時
）
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第
３
回 

出
張
緑
化
講
座

　　

県
緑
化
セ
ン
タ
ー
で
は
家
庭
緑
化
推
進
の

た
め
、
庭
づ
く
り
の
参
考
と
な
る
緑
化
講
座

を
開
催
し
ま
す
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
覚
え
て
お
き
た
い
庭

木
の
夏
季
剪
定
の
仕
方
」
で
す
。

　

庭
木
は
年
ご
と
に
伸
び
続
け
る
の
で
、
庭

と
い
う
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
は
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
く
と
枝
葉
が
茂
り
す
ぎ
て
形
が
乱

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
風
通
し
が
悪
く

な
る
と
病
虫
害
の
発
生
に
よ
り
枯
れ
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
一
級
造
園
技
能
士
の
木
村
則
之

先
生
を
講
師
に
お
招
き
し
、
夏
季
剪
定
や
手

入
れ
の
基
本
的
な
ポ
イ
ン
ト
を
学
び
ま
す
。

【
日
時
】
７
月
15
日
（
木
）
午
前
10
時
～
正
午

【
場
所
】
渋
川
市
役
所 

第
二
庁
舎
２
０
２
会

議
室
（
渋
川
市
石
原
町
６
‐
１
）

【
参
加
費
】
無
料

【
定
員
】
20
人
（
電
話
申
込
み
で
先
着
順
）

【
申
込
期
間
】
６
月
28
日
（
月
）
午
前
８
時

30
分
～

【
申
込
み
・
問
合
せ
】
群
馬
県
緑
化
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
２
７
６
‐
８
８
‐
７
１
８
８
・

０
２
７
６
‐
８
９
‐
０
７
８
２)

【
そ
の
他
】
群
馬
県
緑
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、

毎
週
木
曜
日
（
祝
日
を
除
く
午
前
10
時
～
午

後
３
時
）
に
「
緑
の
相
談
室
」
を
開
設
し
て
、

専
門
の
相
談
員
が
庭
木
や
花
の
育
て
方
・
管

理
の
仕
方
な
ど
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
本
講
座
は
「
群
馬
県
民
カ
レ
ッ
ジ
連
携
講

座
」
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

合
気
道
教
室

【
内
容
】
合
気
道
ス
ト
レ
ッ
チ
運
動
と
基
本

技
の
体
験
練
習

【
日
程
】
７
月
３
・
10
・
17
日
（
土
）

午
後
６
時
30
分
～
７
時
30
分
（
全
３
回
）

【
場
所
】
市
立
第
二
中
学
校
格
技
場

【
対
象
】
小
学
１
年
生
～
一
般
成
人
男
女

【
定
員
】
20
人

【
参
加
費
】
保
険
料（
小
・
中
学
生
１
，
０
０
０

円
・
高
校
生
以
上
２
，０
０
０
円
）

※
初
日
に
会
場
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い

【
服
装
】
運
動
が
で
き
る
服
装（
膝
を
つ
く
動

作
が
あ
る
の
で
、半
ズ
ボ
ン
不
可
）

【
申
込
方
法
】
６
月
30
日（
水
）ま
で
に
電
話
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
】　
　

ス
ポ
ー
ツ
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興

係（
☎
０
２
７-

３
８
２
‐
２
５
０
０
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
影
響
に
よ
り

中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

【
主
催
】
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
合
気
道
部

【
問
合
せ
】
安
中
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
合
気

道
部
（
代
表 

高
橋
洋
二
郎
☎
０
９
０
‐

４
９
４
８-

０
７
６
５
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
７
‐

３
８
１-

５
５
９
５
）

ス

買い物に行くときは「マイバッグ」を持参しましょう

【
定
員
】
10
人
（
先
着
順
）

【
内
容
】

①
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
支
援
機

関
の
情
報
提
供

②
我
が
子
を
取
り
巻
く
就
職
（
ま
た
は
就
活
）　

事
情

③
我
が
子
へ
の
関
わ
り
方

④
個
別
相
談
（
希
望
者
）
午
後
３
時
～

（
就
職
相
談
２
人
・
ひ
き
こ
も
り
相
談
２
人
）

【
講
師
】ぐ
ん
ま
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 

統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

唐
沢
文
彦 

氏【
申
込
み
・
問
合
せ
】　
　

福
祉
課
社
会
福
祉

係
（
☎
内
線
１
１
９
４
）

※
定
員
に
達
し
た
時
点
で
受
付
を
終
了
し
ま

す※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
影
響
に
よ

り
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

認
知
症
に
つ
い
て
話
せ
る

「
あ
ん
な
か
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
」

　　

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
は
、
認
知
症
の
人
や
そ

の
家
族
、
認
知
症
に
対
し
て
不
安
が
あ
る
人

な
ど
が
集
ま
り
、
認
知
症
に
つ
い
て
の
悩
み

を
分
か
ち
合
っ
た
り
、
専
門
職
か
ら
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
た
り
す
る
場
で
す
。

【
対
象
者
】
ど
な
た
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

※
事
前
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い

※
当
日
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状

況
に
よ
り
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※
ご
不
明
な
点
は
、
事
前
に
お
問
合
せ
く
だ

さ
い

【
日
時
】
７
月
９
日
（
金
）

午
後
２
時
～
３
時
30
分

【
内
容
】
座
談
会
・
保
健
師
に
よ
る
ミ
ニ
講
話

【
場
所
】　

坂
本
公
民
館

【
参
加
費
】
無
料

【
問
合
せ
・
申
込
み
】　
　

地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（
☎
内
線
１
１
８
９
）

本

本
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                令和３年６月１５日号 　本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター

お詫びと訂正　

　広報あんなか６月１日号と同時に配布した「新型

コロナワクチン接種のお知らせ」裏面の『「個別接種」

接種日の追加について』の記載に誤りがありました。

　　誤：接種日　 接種日 　接種日　 接種日

　　正：医療機関　接種日　時間　募集人数

お詫びして訂正します。

本

　安中市ホームページ　https://www.city.annaka.lg.jp

安中警察署からのお知らせ 〜新型コロナワクチン詐欺に注意〜

〇ワクチン接種は無料です (金銭の話が出たら詐欺です！ )

　金銭を支払えば、優先的にワクチン接種を受けられるということはありません。

　もし、有料によるワクチン接種情報があれば、詐欺を疑いましょう。

〇電話 •メールで個人情報を求めることは絶対にありません !

　市役所などから、同居する家族の人数や年齢など、個人情報の回答を求める電話連絡は絶対にありま　

　せん。

※不審な電話や手紙、メールなどがあれば、安中警察署までご相談ください

【問合せ】安中警察署（☎０２７－３８２－０１１０）

『上州くん安全・安心メール』の登録をお願いします

　群馬県警察では、不審者情報などの防犯情報や特殊詐欺に関する情報など、 

地域の皆さんにいち早い情報を提供するために、メール配信を行っています。

　ぜひ登録して、活用してください。

〇登録方法

【スマートフォン、携帯電話から登録する場合】

カメラ機能付き携帯電話で右の 2次元コードを読み取り、登録をしてください。

【空メールを送信する場合】

右のメールアドレスに空メールを送り、返信されたメールに記載されている　　

手順に従って登録してください。
josyu@sg-m.jp

新型コロナウイルスワクチン接種 ～当日の注意事項～

※接種前に自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、

　予約した市の窓口や医療機関にご連絡ください。

◆ 当日の持ち物

①接種券…切り離さず台紙ごとお持ちください

②予診票…必ず記入してお持ちください

③身分証明書…運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど

④お薬手帳など…服用している薬がある人は、薬の情報がわかるものを必ずお持ちください

◆ 当日の服装

〇肩の近くの筋肉に接種します。半袖の服など肩を出しやすい

　服装でお越しください。

〇マスクの着用をお願いします。 

【問合せ】　　健康づくり課ワクチン接種対策室（☎内線１６１１・１６４０）

　 予約のキャンセルについて　

〇都合が悪くなった場合など予約日

　に接種ができなくなった場合は、

　早めに予約した市の窓口や医療機

　関にご連絡ください。　

〇貴重なワクチンを無駄にしないた

　めにも必ずお願いします。



〔9〕

　

　
       風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう

〇風しん追加的対策（抗体検査・第５期予防接種）について

　（対象者：昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性）

　風しんからご自身と周りの人たちを守るためにも、クーポン券をまだ利用していない人はまず抗体検

査を受けていただき、検査の結果十分な抗体がないと診断された人は定期予防接種を受けましょう。ま

た、皆さんの周りに対象の男性がいましたら、ぜひお声かけをお願いします。

　対象の人には、令和 2年 3月にクーポン券を郵送しています。

　クーポン券の有効期限が変更となります。お手元にある令和４年３月までのものが令和４年２月まで

となります。クーポン券はそのまま利用ができますが、早めの利用をお願いします。

クーポン券発行者数：６，５６６人

　【令和 3年 3月までの実施状況】

　・風しん抗体検査実施者数　２，０８８人

　　うち　十分な抗体がなかった人（定期予防接種の対象）･･･ ６２７人

　　　　　抗体があった人（定期予防接種の非対象）･･･ １，４６１人

　・風しん第５期定期接種（麻しん風しん混合ワクチン）接種者数　５４５人

【問合せ】 　 健康づくり課予防係（☎内線１１７２）

　　おしらせ版あんなか　Ｎｏ．２８８　　　　　　　　　　　　　　〔安中市役所　☎０２７‐３８２‐１１１１〕

ク

本

ク

　こころの健康相談

　｢こころの健康相談」

    （予約制）を実施します。

　心に悩みや不安のある人、お

酒の問題でお悩みの人、認知症

などについて心配のある人およ

び家族の相談に応じます。

　費用は無料です。

【日時】 ７月２７日（火）

　 　 　午後１時～４時

【場所・予約先】 

　　　　安中保健福祉事務所

 　　　（安中市高別当 336-8）

     　 （☎３８１‐０３４５） 

ペットボトル回収機をご利用の際は、ペットボトルを軽く水洗いし、ラベルとキャップを取ってから投入してください

　 
放射線量・放射性物質の測定について

◎サーベイメーターによる空間放射線量の測定について

　市では、市役所本庁を始め、松井田庁舎、小中学校などで放射線量の測定を行っています。本庁と        

松井田庁舎以外の測定結果については、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

【測定高】地表より１００ｃｍ　　　　　　        　（単位：マイクロシーベルト /１時間）
　　　　　　　　　  　　　     測定地測定月日 安 中 市 役 所 本 庁 松 井 田 庁 舎

５月１８日（火） ０．０５２ ０．０６４

　　　　　　　　　（国の定める除染基準は０．２３０マイクロシーベルト／１時間です）

　【問合せ】空間放射線量に関すること    環境政策課環境推進係（☎内線１８８２）

　　　　　　　　　　　　　           　総務管理課管理係（☎内線２１１４）　　　　   

安中市マスコット

キャラクター

こうめちゃん

松

　
　  

７
月 

古
紙
・
古
着
等
行
政
回
収 

収
集
日
程
表

７
月

収

集

地

区

名

７
日

（水）

安
中
１
区（
Ｊ
Ｒ
安
中
駅
よ
り
西
側
）・
安
中
２
区
～
11
区（
並
木
団
地
・

遠
丸
団
地
・
下
高
別
当
地
区
を
除
く
）・
九
十
九
地
区
・
細
野
地
区

14
日

（水）

安
中
１
区（
Ｊ
Ｒ
安
中
駅
よ
り
東
側
）・
遠
丸
団
地
・
下
高
別
当
地
区
・

岩
野
谷
地
区
・
板
鼻
地
区
・
新
堀
地
区（
源
ヶ
原
地
区
を
除
く
）・

松
井
田
地
区
・
臼
井
地
区
・
坂
本
地
区

21
日

（水）

安
中
12
区
・
原
市
地
区
・
並
木
団
地
・
秋
間
地
区
・
後
閑
地
区

28
日

（水）

磯
部
地
区
・
東
横
野
地
区
・
西
横
野
地
区
・
源
ヶ
原
地
区

※
古
紙
は
雨
天
で
も
回
収
し
ま
す
。

※
古
着
は
濡
れ
る
と
リ
サ
イ
ク
ル
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、雨
の
日
や
雨
の

　

降
り
そ
う
な
日
、降
っ
た
後
の
路
面
が
濡
れ
て
い
る
日
は
出
す
の
を
控
え
、

　

次
回
の
回
収
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
収
集
日
当
日（
朝
８
時
ま
で
）に
お
住
ま
い
の
地
域
の
決
め
ら
れ
た
ご
み
ス

　

テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ
さ
い（
前
日
な
ど
に
は
出
さ
な
い
）。

※
出
し
方
な
ど
の
詳
細
は
、「
家
庭
ご
み
収
集
日
程
表
」ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】　
　

環
境
政
策
課
廃
棄
物
対
策
係（
☎
内
線
１
８
８
１
）
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　おしらせ版あんなか　Ｎｏ．２８８　〔安中市役所　☎０２７‐３８２‐１１１１〕　　　　令和３年６月１５日号

　本＝本庁舎　松＝松井田庁舎　谷＝谷津庁舎　ク＝碓氷川クリーンセンター　ス＝スポーツセンター 再生紙使用

本

７月の休日当番医

※公立碓氷病院、須藤病院、正田病院、松井田病院以外の内科の当番医は、診療時間が午前９時から午後６時
　までです。午後６時以降は、外科の当番医で受診してください。

【問合せ】　　健康づくり課保健指導係
　　　　  （☎内線１１７４）
　　　　  　住民福祉課健康介護係
　　　　  （☎内線２１５１）

７月の健康ガイド

乳幼児健診

７月 内　　科 外　　科

４日 日  有坂内科医院         ☎ 027-381-0485 松井田病院            ☎ 027-393-1301

１１日 日 田口医院 　　　　　　☎ 027-393-1731 いのうえ整形外科・内科 ☎ 027-380-1717
※午後 6時以降は正田病院    ☎ 027-382-1123

１８日 日 藤巻医院　　         ☎ 027-393-1324  須藤病院             ☎ 027-382-3131

２２日 木・祝 公立碓氷病院         ☎ 027-385-8221  公立碓氷病院         ☎ 027-385-8221

２３日 金・祝 アミヤ医院　         ☎ 027-385-1511  須藤病院             ☎ 027-382-3131

２５日 日 櫻井内科医院　　     ☎ 027-385-8551  正田病院             ☎ 027-382-1123

市内全地区対象市内全地区対象
持ち物持ち物

日にち日にち 該 当 児該 当 児 受　付受　付 会　場会　場

４か月児健診４か月児健診 ２７日（火） 令和３年３月生

午後１時～２時 安中市

保健センター

母子手帳

バスタオル

各種健康診査票

子育て支援ノート

健康チェック票

健やか親子 21 アンケート※

（※４か月児、１歳６か月児、　

　 ３歳児のみ）

当日尿（３歳児のみ）

８か月児健診８か月児健診 ２０日（火） 令和２年１０月生

１　歳　児１　歳　児
すくすく相談すくすく相談

１６日（金） 令和２年６月生

１歳６か月児１歳６か月児
健 診健 診

１４日（水） 令和元年１２月生

２ 歳 児２ 歳 児
歯科健診歯科健診

２８日（水） 令和元年５月生

２歳６か月児２歳６か月児
歯科健診歯科健診

２９日（木）平成３０年１１月生

３ 歳 児３ 歳 児
健 診健 診 １日（木） 平成３０年５月生

※今後の新型コロナウイルスをめぐる状況の変化によっては、日程を変更する場合があります。その際は個別通知で
　ご案内します。
※幼児健診・1歳児すくすく相談でのフッ素塗布については、新型コロナウイルスの感染防止のため中止する場合が
　あります。
※お子様やご家族（保護者やごきょうだいなど）で２週間以内に３７．５度以上の熱や咳・鼻水・下痢などの症状が　　
　ある場合、水ぼうそうやおたふくなどの感染が疑われる場合は別の健診日に変更してください。
※該当する日程・会場以外での受診を希望する場合は、事前にご連絡ください。

松

  
◆こども医療でんわ相談（☎♯８０００）

  　群馬県では夜間や休日におけるお子さんの病気への対処方法や、応急処置などを電話で相談できる

  　「こども医療でんわ相談（☎＃８０００）」を実施しています。

　  月～土曜日：午後６時～翌午前８時、日曜・祝日・年末年始：２４時間受付


